
平成™›年˜™月™Ÿ日 金曜日 第œ œ�号官 報
住
所
大
阪
市
東
淀
川
区
菅
原
３
丁
目
８
番
2
7
`
5
0
1号

高
行
男
昭
和
4
8年

1
2月

1
1日
生

住
所
大
阪
市
西
区
立
売
堀
５
丁
目
１
番
1
1
`
1
3
0
5号

˜
温

昭
和
4
9年
２
月
３
日
生

住
所
大
阪
市
鶴
見
区
今
津
中
５
丁
目
１
番
1
4号

李
÷
子
昭
和
5
5年
２
月
５
日
生

住
所
大
阪
市
天
王
寺
区
大
道
２
丁
目
９
番
１
`
1
7号

高
∏
皓
昭
和
3
2年
８
月
2
2日
生

金
裕
惠
昭
和
3
8年
９
月
８
日
生

高
理
沙
平
成
４
年
７
月
2
9日
生

高
泰
俊
平
成
６
年
６
月
2
4日
生

高
理
穂
平
成
1
1年
９
月
８
日
生

住
所
大
阪
府
東
大
阪
市
小
阪
２
丁
目
1
0番
６
号

朴
京
子
昭
和
5
2年
３
月
３
日
生

住
所
大
阪
府
枚
方
市
岡
東
町
２
番
1
8号

左
直
知
昭
和
5
7年
７
月
1
0日
生

住
所
大
阪
府
豊
中
市
中
桜
塚
２
丁
目
2
8番

1
7
`
2
0
1号

金
幸
子
昭
和
3
0年
１
月
1
5日
生

住
所
大
阪
市
城
東
区
中
央
１
丁
目
1
1番

1
3
`
6
0
1号

玄
昌
秀
昭
和
5
7年

1
1月
６
日
生

住
所
大
阪
府
八
尾
市
竹
渕
東
１
丁
目
2
3
8番
地

金
太
植
昭
和
4
2年
１
月
８
日
生

住
所
大
阪
市
城
東
区
東
中
浜
９
丁
目
1
2番

2
7号

金
大
樹
昭
和
6
1年
５
月
２
日
生

住
所
大
阪
市
淀
川
区
宮
原
１
丁
目
1
6番

3
1
`
2
0
4号

®
綵
花
昭
和
5
8年
４
月
1
7日
生

住
所
大
阪
府
吹
田
市
垂
水
町
３
丁
目
８
番
2
8
`
7
0
3号

朴
憲
幸
昭
和
4
2年
１
月
５
日
生

住
所
大
阪
府
東
大
阪
市
西
石
切
町
１
丁
目
５
番
1
7号

李
比
砂
惠
昭
和
5
2年
９
月
1
3日
生

住
所
大
阪
府
東
大
阪
市
足
代
１
丁
目
１
番
２
号

徐
廷
壽
昭
和
2
2年

1
1月

1
7日
生

金
基
淑
昭
和
2
9年

1
1月
３
日
生

住
所
大
阪
市
生
野
区
小
路
２
丁
目
2
5番
８
号

徐
K
w
昭
和
5
3年
７
月
1
8日
生

住
所
大
阪
市
淀
川
区
西
宮
原
３
丁
目
３
番
２
`
1
1
9号

梁
佳
枝
昭
和
2
2年
９
月
2
3日
生

住
所
大
阪
市
東
淀
川
区
柴
島
３
丁
目
７
番
２
号

金
京
姫
昭
和
5
2年

1
0月

1
8日
生

住
所
大
阪
市
東
住
吉
区
桑
津
１
丁
目
3
2番

2
5号

李
瞳
昭
和
5
5年
５
月
2
6日
生

住
所
堺
市
南
区
竹
城
台
３
丁
１
番
1
4
`
1
0
6号

徐
貞
美
昭
和
3
0年
６
月
７
日
生

住
所
大
阪
市
生
野
区
桃
谷
４
丁
目
７
番
1
7号

許
武
雄
昭
和
2
6年
９
月
1
0日
生

金
竹
子
昭
和
2
7年

1
0月

1
2日
生

第
三
条

両
締
約
国
政
府
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
協
力
の
効
果

的
な
実
施
の
た
め
、
合
同
委
員
会
を
設
置
す
る
。
合
同
委

員
会
は
、
そ
の
任
務
の
効
率
的
な
遂
行
に
必
要
な
頻
度
で

会
合
す
る
。第

四
条

こ
の
協
定
は
、
日
本
国
又
は
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
を
締

約
国
と
す
る
他
の
現
行
の
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
国
際

約
束
に
基
づ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
権
利
及
び
義
務
に
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

第
五
条

１

こ
の
協
定
は
、
署
名
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
協
定
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
政
府
が
他

方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
意

思
を
書
面
に
よ
り
通
告
し
た
日
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す

る
ま
で
効
力
を
有
す
る
。

３

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
政
府
間
の
書
面
に
よ
る
合

意
に
よ
り
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
千
十
二
年
十
二
月
十
五
日
に
郡
山
で
、
英
語
に
よ
り

本
書
二
通
を
作
成
し
た
。

日
本
国
政
府
の
た
め
に

玄
葉
光
一
郎

ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
政
府
の
た
め
に

ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ヴ
ァ
ー
シ
チ
ェ
ン
コ

両
締
約
国
政
府
の
国
の
間
の
協
力
が
両
国
及
び
国
際
社

会
に
お
け
る
人
間
の
安
全
保
障
の
促
進
に
貢
献
し
得
る
こ

と
並
び
に
両
締
約
国
政
府
の
国
の
間
の
協
力
の
成
果
を
国

際
社
会
と
共
有
す
る
こ
と
が
国
際
社
会
全
体
に
も
利
益
を

も
た
ら
し
得
る
こ
と
を
認
識
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

両
締
約
国
政
府
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
効
力
を

有
す
る
法
令
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
予
算
の
範
囲
内
で
、

か
つ
、
関
係
す
る
国
際
約
束
に
基
づ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利

及
び
義
務
に
従
い
、
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
へ
の

そ
の
後
の
対
応
を
推
進
す
る
た
め
の
次
の
分
野
に
お
け
る

協
力
を
促
進
す
る
よ
う
努
力
す
る
。

æ

原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
の
人
間
及
び
環
境

に
対
す
る
影
響

ç

æ
に
関
し
て
と
っ
た
措
置
及
び
そ
の
評
価

è

両
締
約
国
政
府
が
合
意
す
る
そ
の
他
の
分
野

第
二
条

前
条
に
規
定
す
る
協
力
は
、
次
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

æ

情
報
の
交
換

ç

研
究
者
、
技
術
者
そ
の
他
の
専
門
家
の
交
流

è

共
同
セ
ミ
ナ
ー
の
よ
う
な
行
事
の
開
催

é

両
締
約
国
政
府
が
合
意
す
る
そ
の
他
の
方
法

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
一
号

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
五
日
に
郡
山
で
、
原
子
力
発

電
所
に
お
け
る
事
故
へ
の
そ
の
後
の
対
応
を
推
進
す
る
た

め
の
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国

政
府
と
の
間
の
協
定
の
署
名
が
行
わ
れ
、
同
協
定
は
、
同

日
に
効
力
を
生
じ
た
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

外
務
大
臣

岸
田

文
雄

（
訳
文
）原

子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
へ
の
そ
の
後
の
対

応
を
推
進
す
る
た
め
の
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定

日
本
国
政
府
及
び
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
政
府（
以
下「
両

締
約
国
政
府
」
と
い
う
。）は
、

両
国
が
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
に
よ
り
甚
大
な

影
響
を
受
け
た
こ
と
、
特
に
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発

電
所
に
お
け
る
事
故
へ
の
そ
の
後
の
対
応
に
よ
り
ベ
ラ

ル
ー
シ
共
和
国
が
得
た
知
見
か
ら
日
本
国
が
多
く
を
学
び

得
る
こ
と
を
想
起
し
、

原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
へ
の
そ
の
後
の
対
応
に

関
す
る
情
報
（
低
線
量
被
ば
く
に
よ
る
影
響
を
含
む
人
間

及
び
環
境
に
対
す
る
影
響
等
）
を
収
集
し
、
及
び
分
析
す

る
必
要
性
を
意
識
し
、

事
故
の
後
に
と
っ
た
措
置
（
生
活
環
境
の
復
旧
及
び
住

民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
並
び
に
放
射
性
廃
棄
物
の
取
扱

い
及
び
緊
急
事
態
へ
の
対
応
の
た
め
の
計
画
を
含
む
。）に

関
す
る
情
報
の
共
有
の
重
要
性
に
留
意
し
、

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
二
号

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
に
北
京
で
、
円
借
款
の
供

与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の

間
の
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
付
け
の
交
換
公
文
に

従
っ
て
中
華
人
民
共
和
国
政
府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
山
西
省
西
龍
池
揚
水
発
電
所
建
設
計
画
の
実
施
に

係
る
円
貨
に
よ
る
借
款
の
支
出
期
間
が
中
華
人
民
共
和
国

財
政
部
と
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
と
の
間
の
合
意

に
よ
り
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
ま
で
延
長
さ
れ
る

旨
の
口
上
書
の
交
換
が
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の
間

に
行
わ
れ
た
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

外
務
大
臣

岸
田

文
雄

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
三
号

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
に
北
京
で
、
円
借
款
の
供

与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の

間
の
平
成
十
八
年
六
月
二
十
三
日
付
け
の
交
換
公
文
に

従
っ
て
中
華
人
民
共
和
国
政
府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
玉
林
市
水
環
境
整
備
計
画

の
実
施
に
係
る
円
貨
に
よ
る
借
款
の
支
出
期
間
が
中
華
人

民
共
和
国
財
政
部
と
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
と
の

間
の
合
意
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
日
ま
で
延
長

さ
れ
る
旨
の
口
上
書
の
交
換
が
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府

と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

外
務
大
臣

岸
田

文
雄

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
四
号

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
六
日
に
モ
ロ
ニ
で
、
食
糧
援

助
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
コ
モ
ロ
連
合
政

府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

食
糧
援
助
を
実
施
す
る
た

め
に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

二
億
七
千
万
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

４

署
名
者

日
本
側

徳
安
茂
在
コ
モ
ロ
臨
時
代
理
大
使

コ
モ
ロ
側

ア
ブ
ダ
ラ
・
ハ
マ
ダ
内
務
・
情
報
・
地
方

分
権
大
臣

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

外
務
大
臣

岸
田

文
雄

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
五
号

千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ

れ
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
の
一
部
は
、
同
条
約

第
五
十
八
条
]
の
規
定
に
従
い
、次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
、

そ
の
修
正
は
、平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
、

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
以
降
の
国
際
出
願
日
を
有
す
る

国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日
付
け
世
界
知
的
所
有

権
機
関
事
務
局
長
回
章
）

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

外
務
大
臣

岸
田

文
雄

一

4.15
æ
中
「
ç
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、」

及
び
ç
を
削
り
、
4.15
æ
を
4.15
に
改
め
る
。

二

51の2.1
æ
B

中
「
発
明
者
が
出
願
す
る
こ
と
を
」を
削
り
、

「
国
内
法
令
が
」
の
下
に
「
二
千
十
二
年
十
月
九
日
の

時
点
に
お
い
て
発
明
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
宣
誓

又
は
申
立
て
の
提
出
を
」
を
加
え
る
。
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